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第１章 香川県が目指す姿

生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動の実現

実現すべきスポーツ・文化芸術活動環境の方向性
 地域で多様な活動を楽しむことができる
 有資格者や専門性のある指導者の指導を受けることができる
 学校を越えた仲間を獲得することができる
 これまでの学校部活動に限らない多様な経験ができる
 多様な世代と豊かな交流ができる
 継続したスポーツ・文化芸術活動の機会がある

本手引きは、国のガイドラインに示されている本県の推進計画に位
置付ける。なお、国の方向性等を踏まえ、必要に応じて、見直し・
改訂を行う。

第２章 学校部活動の地域移行等に向けた取組み

地域移行のロードマップ

協議会等の設置 推進計画の策定 運営団体･指導者等の調整・準備 地域クラブへ移行体制が整ったところから

手引き策定の趣旨

位置付け

生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動の実現に向けて、各地域の実
情に応じて、県内公立中学校における学校部活動の段階的な地域ク
ラブへの移行を推進することを目的として策定する。

令和７年度末までに各市町における方針等を策定し、可能な限り早期に学校や地域の実情に応じた休日の新たな
地域クラブ活動の実現を目指す。また、平日における環境整備についても、できるところから取組みを進める。

有識者
地域スポーツ・文化振興担当部署
社会教育・生涯学習担当部署
学校教育担当部署
地域スポーツ・文化芸術団体等
学校代表、保護者代表
総括コーディネーター 等
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✓新たなスポーツ・文化芸術環境の在り方
やその充実方策

✓スポーツ・文化芸術団体等の整備や支援
✓指導者の質の保障・量の確保方策
✓活動場所となる施設の確保方策
✓会費や保険の在り方
✓関連諸制度等の在り方
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１ニーズの把握
２運営に係る協議会等の実施
３ビジョンの策定
４活動の名称と目的の設定
５活動する種目・分野等の決定
６活動場所の確保
７活動頻度及び開始時期の決定
８費用負担の検討
９実施要項等の作成

総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団
体育・スポーツ協会、競技団体、クラブチーム
文化芸術団体、地域学校協働本部、保護者会
市町が設立する団体 等

想定される運営団体・実施主体
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□運営方針・運営方法の決定
□活動周知に係る広報活動
□参加者の募集・受付
□活動のマネジメント
・計画の作成、大会参加手続き、トラブル対応

□指導者のマネジメント
□参加者のマネジメント
・出欠確認、参加費の徴収、安全管理 等

□参加者、保護者の満足度を高める工夫
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指導者の確保に向けて
・地域人材、指導を希望する教員の把握
・クラサポかがわの活用
・企業、大学、民間事業者等との連携 等



第３章 地域移行に係る主な課題と解決に向けた取組み

地域移行に向けた県の取組み

県中学校部活動地域移行等推進協議会の開催

• 情報共有や意見交換・調整を行う推進協議会を設
置し、２回の定例会のほか、５回程度のワーキン
ググループを開催する。

• 県教育委員会、各市町（学校組合）教育委員会及
び学校・スポーツ・文化芸術活動関係団体等を
もって構成する。

部活動改革担当者意見交換会の開催

• 各市町の取組みと推進状況、成果や課題等を把握
することを目的に、全ての市町と意見交換会を開
催する。（年２回程度）

• 市町が学校や地域の実情に応じた新たな地域クラ
ブ活動の実現に向けた取組みを進める上で必要な
助言等を行う。

県総括コーディネーターによる支援

• 県総括コーディネーターを配置し、各市町の現状
及び課題等の把握、課題解決の方策等に向けたヒ
アリング、助言を行う。

• 県総括コーディネーターに対し相談事項がある場
合に相談できる窓口を設置する。

指導者の確保

• 「香川県地域クラブ活動等指導者人
材バンク（クラサポかがわ）」を設
置し、子どもたちのスポーツ・文化
芸術活動の指導やサポートができる
地域人材の発掘・確保を行うととも
に、登録促進に取り組む。

指導者の質の向上

• 効率的・効果的な活動の推進、安全面の注意事項、
暴力やハラスメントの根絶等に関する情報提供を
行う。

• 市町立中学校の外部指導者、部活動指導員、地域
クラブ指導者等も参加できる研修会を開催する。

クラサポかがわ

関係者への情報発信

• 地域移行等の背景や県のスポーツ・文化芸術活動
環境の将来像、見込まれる効果等について、定期
的に周知する。

• 優れた取組みや課題を共有することを目的に、部
活動改革シンポジウム（仮称）を開催する。

教員等の兼職兼業

• 地域クラブ活動での指導を希望する教員等が、適
切に兼職兼業を行えるよう、また、指導を希望し
ない教員が兼職兼業により指導を行うことのない
よう徹底するとともに、必要に応じて規定や運用
の改善を行う。

ニーズの把握

• 県内の公立学校等に在籍する生徒及びその保護者、
県内公立中学校等に所属する教員を対象としてア
ンケートを実施し、部活動の地域移行等に関する
意識を把握する。

県立中学校における地域移行等の取組み

• 県立中学校の休日の学校部活動における地域クラ
ブ活動への移行体制を構築する。

• 令和８年度以降、県立中学校において、休日に教
員が学校部活動に携わる必要がない環境を実現す
ることを目指す（できる限り早期の実現を目指
す）。

指導者
関係団体
との連携

広域的な
取組み

活動内容
の充実

参加費用
負担支援

学校施設
活用等

運営団体
実施主体

• 市内中学校の受け皿となるクラブを設
置し、総括コーディネーターを配置し
た。

• 種目ごとにコーディネーターを配置し
平日の学校部活動と休日のクラブ活動
の連携の窓口となった。

• 大学生を補助指導員として採用した。
• 指導者の中には初めて中学生の指導に

携わる方もいたため、個人情報等の取
扱いに係る研修を念入りに行った。

• 一定基準以上の資格の保有や、市、学
校等の推薦を指導者の要件とした。

• スポーツ少年団、学校、教育委員会で
地域移行等について意見交換を行った。

• 地元の商工会等と連携を図った。
• 協議会で多くの意見が出るよう、資料

の事前配付に努めた。

• 近隣２校の合同部活動
では、数年後再び部員
不足が生じる可能性が
あるため、市内全学校
を対象とした広域的な
取組みとした。

• 学校部活動にはないダ
ンスができる機会を確
保した。参加した生徒
や保護者からは継続的
に実施してほしいとの
声が多くあった。

• 市が所管施設の使用料
減免を行い、保護者の
負担を軽減した。

• 公共施設ではなく中学
校体育施設を使用でき
るようにした。

• 近隣の公共のスポーツ
施設の事務所において、
中学校の体育施設の鍵
を管理し、教員が不在
であっても、施設利用
が可能となった。


